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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年7月11日(2019.7.11)

【公開番号】特開2018-107349(P2018-107349A)
【公開日】平成30年7月5日(2018.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2018-025
【出願番号】特願2016-254255(P2016-254255)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/11     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/40     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/11     　　　Ｈ
   Ｈ０５Ｋ    3/40     　　　Ｅ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     ５０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月7日(2019.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッドと、
　前記パッドを覆う絶縁層と、
　前記絶縁層を貫通し前記パッドに接続されたビア配線と、
を有し、
　前記ビア配線は、めっき金属よりなり、
　前記ビア配線は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１のビア
部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビア部とを
有し、
　前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部の前記パッド
の上面における径が大きいこと、を特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径と等しいことを特徴
とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径より小さいことを特
徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第２のビア部の前記パッドの上面における径が前記パッドの径より大きく、
　前記第２のビア部が前記パッドの側面の一部を覆うこと、
を特徴とする請求項１に記載の配線基板。
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【請求項５】
　前記パッドの径は、前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径の１．２～２倍で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記第１のビア部の長さは、前記ビア配線の長さの８０～９８％であることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　前記絶縁層を貫通して、前記パッドを露出する貫通孔が設けられており、
　前記貫通孔は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１の孔部と
、前記第１の孔部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２の孔部とを有し、
　前記ビア配線は、前記貫通孔に充填されためっき金属よりなること、
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項８】
　前記第２のビア部の周面は、前記絶縁層の上面に向かって凸型Ｒ形状の曲面であること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項９】
　前記パッドの上面は、外周部に対して中心部が低い湾曲した凹状に形成されていること
、を特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項１０】
　パッドを覆う絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層にレーザ光を照射し、前記パッドの上面の一部を露出する開口部を形成する
とともに、前記レーザ光により前記パッドを加熱して前記開口部の周囲において前記パッ
ドと接する前記絶縁層の部分を変質させる工程と、
　前記変質させた前記絶縁層の部分を除去し、前記絶縁層に、前記開口部の一部からなり
前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１の孔部と、前記第１の孔部
の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２の孔部とを有する貫通孔を形成する工
程と、
　前記貫通孔をめっき金属で充填し、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さ
くなる第１のビア部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる
第２のビア部とを有するビア配線を形成する工程と、を有することを特徴とする配線基板
の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部の前記パッド
の上面における径が大きいこと、を特徴とする請求項１０に記載の配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、配線基板は、パッドと、前記パッドを覆う絶縁層と、前記絶
縁層を貫通し前記パッドに接続されたビア配線と、を有し、前記ビア配線は、めっき金属
よりなり、前記ビア配線は、前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第
１のビア部と、前記第１のビア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビ
ア部とを有し、前記第１のビア部の前記絶縁層の上面における径より、前記第２のビア部
の前記パッドの上面における径が大きい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　本発明の別の一観点によれば、配線基板の製造方法は、パッドを覆う絶縁層を形成する
工程と、前記絶縁層にレーザ光を照射し、前記パッドの上面の一部を露出する開口部を形
成するとともに、前記レーザ光により前記パッドを加熱して前記開口部の周囲において前
記パッドと接する前記絶縁層の部分を変質させる工程と、前記変質した前記絶縁層の部分
を除去し、前記絶縁層に、前記開口部の一部からなり前記絶縁層の上面から前記パッドに
向けて径が小さくなる第１の孔部と、前記第１の孔部の下端から前記パッドに向けて径が
大きくなる第２の孔部とを有する貫通孔を形成する工程と、前記貫通孔を導体で充填し、
前記絶縁層の上面から前記パッドに向けて径が小さくなる第１のビア部と、前記第１のビ
ア部の下端から前記パッドに向けて径が大きくなる第２のビア部とを有するビア配線を形
成する工程と、を有する。
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